
 
令和７年度 第２回沼津市総合教育会議  

 
 
 

日時：令和７年10月27日(月) 15:00～16:30 

場所：沼津市水道部庁舎 ３階会議室 

 

 

 

＜ 次 第 ＞ 

 

１ 開会 

 

２ 市長挨拶 

 

３ 協議・調整事項 

  次期沼津市教育大綱について 

 

４ 報告事項 

  沼津市立学校の教職員の働き方改革について 

 

５ 閉会 

 

 

 

 



1

令和７年度

第２回 沼津市総合教育会議

令和７年10月27日

1

「総合教育会議」とは

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を
改正する法律」により、地方公共団体の長が設置。

↓目的は

市長と教育委員会が、地域の教育の課題等につ
いて話し合いを通して

情報を共有し、一層民意を反映した教育行政の
推進を図る。

2

会議の流れ

１【協議・調整事項】
次期沼津市教育大綱の策定に向けて

ｋｋｋ

２【報告事項】
沼津市立学校の教職員の働き方改革
について

3

【協議・調整事項】

次期沼津市教育大綱の策定に向けて
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2

地方公共団体の長は、教育基本法第17条第１項に規定する
基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公
共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の
大綱を定めるものとする。
（地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第１条の３）

本市の教育理念や基本方針

教育大綱とは

5

（期間）
次期沼津市教育大綱と

沼津市総合計画について

 第５次沼津市総合計画（令和３～12年度まで）

前半 後半
現行教育大綱(令和３～７年度) 次期教育大綱(令和８～12年度)

6

前回会議までの振り返り

協議による確認事項

● 骨子の継続ｌｌ

● 強調すべき３つの「要素」

7

＜次期教育大綱の目的・趣旨＞

「誇り高い沼津を創造する
貴き志を持つ人づくり」

＜基本方針＞

(１) 人間力を磨く教育
(２) 地域総がかりで取り組む教育

前回会議までの振り返り

（骨子の継続）
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3

・探究心のさらなる必要性

・誰一人取り残さない社会の構築

・ウェルビーイングの向上

前回会議までの振り返り

（強調すべき３つの「要素」）

9

前回会議までの
ご意見を踏まえ
次期教育大綱
(案)を作成

(案)

10

11

１ 人間力を磨く教育
（基本方針）

確かな知性
の育成

健やかな体
の育成

豊かな心の
育成
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4

２ 地域総がかりで取り組む教育

（基本方針）

人づくりとまちづくり
の一体的な推進

生涯を通じた
学びの推進

地域が学びを育て、
学びが地域を育てる
まちの推進

13

・探究心のさらなる必要性

強調すべき３つの「要素」の追加

４ページ「人間力を磨く教育」
（１）確かな知性の育成 ８行目

「～変化の激しい予測困難な時代を乗り越えるため、
探究心を高め新たな価値を創造する確かな知性を～」

14

・誰一人取り残さない社会の構築

強調すべき３つの「要素」の追加

７ページ「地域総がかりで取り組む教育」
（２）生涯を通じた学びの推進 ３行目

「～切れ目ない支援や多様なニーズへの対応を充実させ
ることや何度でも夢に向かって挑戦できる学びの環境の
整備を図り、子供たちを始めすべての人が輝くことがで
きる環境を構築していきます。」

15

・ウェルビーイングの向上

強調すべき３つの「要素」の追加

４ページ「人間力を磨く教育」５行目

「一人一人が幸せや生きがいを感じるためには夢や志を持って、自

身の可能性～」

７ページ「地域総がかりで取り組む教育」６行目

「～この学びの中で地域における自己有用感を高め、地域内はもと

より地域間の強調を密なものとし、市民が地域とともに幸福を実感

できるような人づくりとまちづくりの連携を推進していきます。」 16



5

教育大綱の教育理念が教育施策に反映される

17

教育基本構想とは

地方公共団体は、前項（政府）の計画を参酌し、その
地域の実情に応じ、当該地方教公共団体における教育の
振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努
めなければならない。

（教育基本法 第17条第２項）

本市の教育理念や基本方針に基づく教育施策

18

次期教育基本構想について

（体系図） (期間)

19

次期教育基本構想について

（現行の教育基本構想からの変更点）

・令和３～７年度の教育環境を構想本文に反映

・重点的取組について４つのテーマを設定 ☆NEW！

・構想を実現するための体制や手立ての追加 ☆NEW！

「教育大綱」で強調すべき３つの要素を反映
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6

重点的取組の４つのテーマ

３ 生涯を通じた学びの充実

４ 持続可能な教育環境の推進

１ 探究的な学びの充実

２ すべての子供が輝ける学びの推進

子供・市民・地域の

ウェルビーイングの向上 21

１ 人間力を磨く教育の事例

ICT利活用教育の推進

（探究的な学びの充実）

学校の適正規模・適正配置の推進
(持続可能な教育環境の推進)

(１)確かな知性の育成 (１)確かな知性の育成

22

●学校の適正規模・適正配置の推進（検討例）

少子高齢化社会により、教育の質の維持のためには、学校の再編
は今後も必要となると見込まれる

学校統合を伴う場合に、校名、校章はそれぞれの学校で区別する
ことが必要となるが、校歌について、統一の共通歌とし、統合し
た学校の校歌として推奨していくことを検討

シビックプライドを持ち、主体的に社会の形成に参画する人
23

１ 人間力を磨く教育の事例

文化芸術の振興

（探究的な学びの充実）
運動部活動の地域展開

(すべての子供が輝ける学びの推進)

(２)豊かな心の育成 (３)健やかな体の育成

24



7

２ 地域総がかりで取り組む教育の事例

地域とともにある学校教育

（持続可能な教育環境の推進）
幼保小の連携

(すべての子供が輝ける学びの推進)

(１)地域が学びを育て、学びが地域
を育てるまちの推進

(2)生涯を通じた学びの推進

25

２ 地域総がかりで取り組む教育の事例

安全安心な学校環境の推進

（持続可能な教育環境の推進）

(３)人づくりとまちづくりの一体的な推進

不登校対策
(すべての子供が輝ける学びの推進)

(2)生涯を通じた学びの推進

26

「誇り高い沼津を創造する
貴き志を持つ人づくり」

基本方針
・人間力を磨く教育
・地域総がかりで取り組む教育

・探究心のさらなる必要性

・誰一人取り残さない社会の構築

現教育大綱の不易の部分

・ウェルビーイングの向上

今後の５年間を見据えた

今後の教育における重要な要素

27

今後のスケジュール

 10月27日 総合教育会議にて大綱の案決定

 12月上旬 11月市議会常任委員会で報告

 12月中旬 パブリック・コメント

～１月中旬

（令和８年）

 １月頃  次期教育大綱の完成

 ４月～ 次期教育大綱に基づき各種事業を展開

28
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【報告事項】

沼津市立学校の教職員の
働き方改革について

令和７年10月27日

1

◎教員の多忙化について

【要因】

・不登校など、よりきめ細やかな

サポートを必要とする児童・

生徒の増加

・教員のなり手が不足 など

2

日
本
の
教
員
の

仕
事
時
間

世
界
最
長

小
中
と
も

週
50

時
間
超

O
E
C
D

調
査

3

教員の多忙化による影響

・教育の質の低下の懸念

・政府による小中教員の
働き方改革の推進
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2

・公立学校における教員の

「働き方改革」の一層の推進

・組織的な学校運営及び

指導の促進

・教員の処遇の改善を図る
5

｢公立の義務教育諸学校等の教育職員の

給与等に関する特別措置法(給特法）」

などの一部改正

6

【文部科学省資料】

7

【文部科学省資料】

8



3

沼津市立全小中学校の

教員の時間外勤務
月ごとの時間外勤務の平均時間

・R6年度とR7年度の１学期平均を比べると、小中ともに減少。

・国の目標は、月45時間以内、2029年までに30時間以内。

・管理職、教務以外の教員で、４月から６月までの３ヶ月連続80時間を

超える時間外勤務の職員は、管理職同席のもと、夏休み中に面談を実施。

9

4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 年間

R6 52 47 41 34 ６ 37 43 39 27 31 32 29 36

R7 46 42 41 32 ６ 35 ー ー ー ー ー ー ー

「先生の働き方改革」

チェックシートの活用

・先生方が、個人で取り組

むことができそうな内容

をチェック

→ 自己の業務を見直し、

業務改善につなげる
10

【報告事項】

沼津市立学校の教職員の
働き方改革について

11
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